
【平成 23年度】 

鎌ケ谷市図書館協議会の委員任命式、並びに第１回図書館協議会の概要 

 

○ 日  時：平成２３年６月２３日(月)  午後２時～４時  

○ 場  所：図 書 館 三階保育室 

○ 出席委員：（敬称省略）濱田 友助、浜口 貞美、伊藤 眞由美、野村  恵、河永 光代、 

（ ６名）  樋口 美佐子、 

   欠席者４名＝瀬田信之、渡辺みどり、小茂田 茂、村上 千都子 

  ○市  側  ：川西教育長、山崎生涯学習部長、山中副参事（事）生涯学習推進課長、 

石原主幹、押切課長補佐、三宅館長、山本主査、担当(高瀬) 

 ○議事録署名人： 浜口貞美、伊藤 眞由美 

○会議傍聴者  ：なし 

 図書館協議会の委員任命式 

○ 委員任命式   ○ 委員の自己紹介    ○ 教育長の挨拶 

 

23年度第1回鎌ケ谷市図書館協議会＜ 会 議 次 第 ＞ 

１， 委員長・副委員長の選出   ５，その他(配布資料の説明) 

２，会議開催上の留意事項の確認  ６，次回の視察先の選出と日程について 

３，平成22年度の事業報告        ７，閉  会 

４， 平成23年度の事業計画 

 

○図書館協議会の委員任命式 

   任命式には６名の委員出席（欠席委員(4名)は後日、図書館長により実施） 

   

 ○23年度第1回鎌ケ谷市図書館協議会 

１  委員長・副委員長の選出 

    山中副参事が仮議長を務め、委員間互選により委員長・副委員長(2名)の選出 

を行う。 

   ○委員長＝濱田友助  ○副委員長＝浜口貞美、樋口 美佐子 

 

  ２ 会議開催上の留意事項の確認 

     今後２年間の会議開催上の開催日・時間・会議公開・傍聴者への対応・議事録等 

について、関連法令・市方針などと照らしながら、委員間で協議しながら確認す 

る。なお、会議・視察等の日程は、審議の結果、以下の通り決定した。 

 

    ① 第２回目会議開催日＝平成23年１１月２１日（月）午後二時から：図書館３階保育室 

    ② 第３回目会議開催日＝平成24年  ２月１３日（月）午後二時から：図書館３階保育室 

       ③ 視察日＝文京区立水道端図書館：10月13.14.20.21の一日で視察交渉する。 

視察日程は、視察先と交渉し、確定したら速やかに各委員へ通知する事となる。 

 



３，平成22年度事業報告と平成23年度事業計画について 

       配布資料に基づき図書館長より説明する。 

     

  ４，質疑応答 

質  問  ブックトークの具体的な取り組みは？ 

     市の説明  ブックトークの具体的な取り組み内容はまだ未定です。ブックトー

クには、市は初めて取り組む事となり、ボランティア団体の活動や取

り組み、他市の事例を検討し、また小学校との連携の中で実際に試み

ながら、今後の方策を組み立てて参ります。 

 

質  問 前期で鎌ケ谷市立図書館にふさわしい運営について、指定管理者制度

を審議しましたが…あのあとは、どうなったのですか？ 

市 説 明  図書館の指定管理者制度についての質問は、平成 23年 3月の予算委

員会でも質問がありました。予算委員会では、図書館協議会からは「こ

の制度導入を将来にわたって否定するものではないが、現在の業務委

託が安定的に運営されており、職員の配置も最小限となっていること

から、本市の図書館にとっては制度の利点が見あたらなかった。また、

正確な情報を幅広いジャンルにわたって提供するという公共図書館

の使命を考えると、指定管理者制度の導入は利用者の不安感が拭いき

れず、混乱を招くおそれがあるとのことから、現状では制度の導入を

見送るべき」との意見をいただいていると答弁しました。今後、その

ご意見を踏まえ、利用される市民の皆さんが、一番信頼し安心して図

書館を利用できるような運営方法を、まず重要視して決定して参りた

いと考えており、現在庁内手続きを進めているところです。 

 

         質  問  基本方針について「ボランティア活動の支援と協働」の具体的な内容

とは… 

         市 説 明   図書館の基本方針とは、これまでの協議会で審議を経て、５年間の運

営方針を定めたものでして、この方針事態に具体策を持つものではあ

りません。なお、配布した資料は、今年２月に協議会へ付議し審議し

ていただいた修正版となっています。 

 

 

        ――――――  閉       会  ―――――― 

 

平成２３年 ７月 １９日 

 

議事録署名人  濱 口 貞 美   印 

議事録署名人   伊 藤 眞由美   印 


